
５月８日～９月３０日

・病床確保料の対象

確保病床

協力病床

・病床確保料の対象外

協定変更

１０月１日～３月３１日

コロナ病床

〇10月以降の病床確保料に対応するため、現在の協定を整理の上変更が必要。
〇９月中旬以降、順次協定変更の手続きを進めていく。

概要

・内数の確保料対象病床数
のみ病床確保料の対象

【当初】10月以降のコロナ協定の変更について（案）
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【9/26付通知】【A】コロナ病床数の通知
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５月８日～９月３０日

・病床確保料の対象

確保病床

協力病床

・病床確保料の対象外

１０月１日～３月３１日

コロナ病床
・内数の確保料対象病床数
のみ病床確保料の対象

協定

通知

当初、新たな協定締結
を予定しておりました
が、期間の制約や事務
負担軽減のため、コロ
ナ病床数を示した通知
（26日付）を行うこと
としました。


